
賤
鱚
鶉
「魃
録
魏
か
彗
放
題
」

「定
額
働
か
せ
放
題
」
。
こ
の
言
葉

は
、
教
員
の
働
き
方
の
塁
鷲
性
を
象

徴
す
る
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い

る
。
で
は
、
そ
の
異
常
性
と
は
何
だ

ろ
う
か
。

労
働
者
の
勤
務
条
件
に

つ
い
て

「最
低
限
の
ル
ー
ル
」
を
定
め
た
の

が
、
労
働
基
準
法

（労
基
法
）
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
、
勤
務
時
間
の
上
限

を

一
週
間
当
た
り
４０
時
間

（１
日
の

労
働
時
間
の
上
限
を
８
時
間
）
と
す

る
こ
と
を

「原
則
」と
し
て
、
「例
外
」

と
し
て
労
働
組
合
あ
る
い
は
労
働
者

の
過
半
数
代
表
と
使
用
者
の
間
で
協

定

（
こ
れ
を
三
六
協
定
と
い
う
）
を

結
び
、
割
増
賃
金
を
支
払
う
場
合
に

限
っ
て
、
時
間
外
勤
務
と
休
日
勤
務

が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
公
務
員
の
場

合
は

「例
外
の
例
外
」
が
認
め
ら
れ

て
お
り
、
「公
務
の
た
め
に
臨
時
の
必

要
が
あ
る
場
合
」
に
限
つ
て
三
六
協

定
が
な
く
と
も
時
間
外
労
働
と
体
日

労
働
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
「教
育
、
研
究
又
は
調
査
の
事

業
」
は
、
こ
れ
を
根
拠
と
す
る
時
間

外
労
働
と
休
日
労
働
は
命
じ
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
も
定
め
ら
れ
て
い

る
。教

員
も
労
働
者
で
あ
る
以
上
は
、

労
基
法
の

「最
低
限
の
ル
ー
ル
」
が

躙 ◎躙
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適
用
さ
れ
る
。
だ
が
、
公
立
学
校
の

教
員
に
つ
い
て
は
、

「公
立
の
義
務

教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与

等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
穴
給
特

法
）
に
よ

っ
て
、

「時
間
外
勤
務
」

を
さ
せ
る
た
め
の
「特
別
な
ル
ー
ル
」

が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

第

一
に
、
給
料
の
４
％
を
教
職
調

整
額
と
し
て
支
給
す
る
代
わ
り
に
時

間
外
勤
務
手
当
と
休
日
勤
務
手
当
が

笠
給
さ
れ
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
で
あ

る
。
教
員
の
時
間
外
勤
務
手
当
な
ど

が
、
「定
額
」
と
言
わ
れ
る
わ
け
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

第
二
に
、
教
員
も

「公
務
の
た
め

に
臨
時
の
必
要
が
あ
る
場
合
」
は
、

三
六
協
定
が
な
く
と
も
時
間
外
勤
務

を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
ル
ー
ル
で

あ
る
。
労
基
法
で

「
で
き
な
い
」
と

い
う
も
の
を
給
特
法
で

「
で
き
る
」

と

「読
み
替
え
」
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

労
基
法
の
趣
旨
と
真
逆
の
こ
と
を
可

能
と
す
る

〃荒
技
〃
が
行
わ
れ
て
い

る
。
な
お
、
そ
れ
に
よ
っ
て
認
め
ら

れ
た
時
間
外
勤
務
業
務
は
、
①
校
外

実
習
な
ど
の
実
習
に
関
す
る
業
務
、

②
修
学
旅
行
そ
の
他
学
校
行
事
に
関

す
る
業
務
、
③
職
中民

バ議
に
関
す
る

業
務
、
④
非
常
時
災
害
卜
、
や
む
を

得
な
い
場
合
に
必
要
な
業
務
の
四
つ

だ
け
で
あ
る

（
こ
れ
を
、
超
勤
四
項

目
と
い
う
）
。

し
か
し
、
教
員
が
日
常
的
に
時
間

外
に
行

っ
て
い
る
業
務
は
、
超
勤
四

項
目
以
外
の
業
務
で
占
め
ら
れ
て
い

る
。
授
業
に
関
す
る
業
務
、
ク
ラ
ス

運
営
に
関
す
る
業
務
、
部
活
動
に
関

す
る
業
務
、
保
護
者
対
応
な
ど
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
業
務
は
、
時
間
外
勤

務
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い

「自
発

的
行
為
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
な

ぜ
な
ら
、
超
勤
四
項
目
以
外
の
業
務

を
時
間
外
に
行
う
た
め
に
は
三
六
協

定
が
必
要
だ
か
ら
だ
。
「自
発
的
行

為
」
な
の
だ
か
ら
上
限
規
制
も
存
在

し
な
い
。
だ
か
ら
い
教
員
は

「働
か

せ
放
題
」
な
の
だ
。

教
員
の
働
き
方
の
異
常
性
は
、
労

基
法
で
定
め
ら
れ
た
労
使
協
定
に
よ

る
労
働
条
件
の
〈
塁
思
と
い
う

「最
低

限
の
ル
ー
ル
」
を
、
給
特
法
に
よ

っ

て
実
質
的
に
死
文
化
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、

労
働
者

（教
員
）
側
が
自
ら
の
労
働

条
件
や
業
務
に
対
し
て

一
切
の
意
見

表
明
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
異
常
性
が
生
ま
れ
て
い

る
。
こ
の
異
常
性
こ
そ
、
教
員
の
長

時
間
労
働
問
題
の
核
心
だ
ろ
う
。

ま
つ
し
ま

‘
て
つ
や
　
日
本
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
育
学
専
攻
博

一

士
後
期
課
程
単
位
取
得
退
学
。
修
士

（教
育
学
）
。
日
本
大
学
経
済
学
部
、　
一

獨
協
大
学
非
常
勤
講
師
を
経
て
２
０
２
３
年
４
月
よ
り
現
職
。
専
門
は
、

一

日
本
教
育
史
。
主
な
著
書
は

「教
職
の
た
め
の
学
校
と
教
育
の
思
想
と
歴

一

史
宍
共
著
、
三
恵
社
）
、
「歴
史
と
し
て
の
日
教
組

（上
巻
と

（共
著
、
名

一

古
屋
大
学
出
版
会
）
な
ど
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一


